
伊万里・有田エリア スキルアップセミナー報告

「電力小売り自由化とは？」
５月９日（月）、講師に佐賀県金融広報アドバイザーの林真実先生をお迎えして、
「電力小売り自由化とは？」をテーマにスキルアップセミナーを開催しました。
まず初めに以下の６問クイズを出されて、楽しくセミナーが始まりました。

Ｑ１、電力の小売り全面自由化、スタートはいつ？
①3月25日 ②4月1日 ③7月17日 ④10月21日

Ｑ２、電力小売り自由化で自由にならないものは？
①発電をする ②電線を作る ③価格を決める ④電力会社を選ぶ

Ｑ３、従来の電気料金で正しいものは？
①同じ電力会社でも、地方や島では料金が高い ②一定量を超えると料金は変わらない
③たくさん使う人のほうが料金単価が高い ④全国一律料金

Ｑ４、従来の電力会社を選び続けたい場合、発表された新しい料金メニューに変更手続きをしなければならない
①ホント ②ウソ

Ｑ５、新電力と契約する場合、スマートメーターに買い替えなければいけない
①ホント ②ウソ

Ｑ６、契約した電力会社が倒産したら電力供給が停止する
①ホント ②ウソ

Ａ１、② Ａ２、② Ａ３、③ Ａ４、② Ａ５、② Ａ６、②

電気の購入先を選ぶときに注意すべきこと
各家庭に電気を販売する「小売電気事業者」は法律により、国の登録を受けなければ家庭に電気を販売する
ことができない。
★国の登録を受けた小売り電気事業者か、その媒介・代理・取次ぎであるか確認しましょう。
⇒経済産業省ホームページで「登録小売電気事業者一覧」が確認できます。
※経済産業省電力取引監視等委員会ホームページ（ http://www.emsc.meti.go.jp/ )の「登録小売電気
事業者一覧」をクリック！

★契約の内容をきちんと確認しましょう！
・・・「電気の使用料はいくらか？」「契約期間は？」「解約時に手数料は必要？」etc
⇒小売電気事業者は、法律上、消費者に対し説明する義務があります！

★停電など困ったときの連絡先を確認しましょう！
⇒小売電気事業者は、法律上、消費者の苦情や問い合わせに応ずる義務があります。

国民の皆様から多く寄せられる質問・お問い合わせ
★電気の供給元を切り替える時には誰に言えばいいのか？
⇒新たに供給契約を結ぶ事業者に申し出て下さい。（現在契約をむすんでいる電力会社に申し出ていた
だく必要はありません。

★電気の供給元を切り替える時に必要な個人情報などはあるのか？
⇒①現在契約を結んでいる電力会社名 ②お客様番号 ③供給地点特定番号 ④切換え希望日

★スマートメーターとは何か？
⇒通信機能を有し、３０分単位での検針や遠隔での検針等が可能になる新しい電力量計です。導入する
ことで３０分単位の電力使用量が把握でき、ライフスタイルにあった料金メニューの選択が可能となり
ます。

★スマートメーターに取り換えるためには費用がかかるのか？
⇒原則費用はかかりません。（ただし、メーター取り替えに伴う工事に費用がかかる場合があります）

【講演内容】


